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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸気需要設備に供給する蒸気を発生さ
せたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させ
る支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した酸素燃焼ボイラにおいて、
　空気を分離して酸素を製造する酸素分離装置を設置し、
　ボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部を酸素燃焼ボイラに送給する再
循環ファンを設置し、
　酸素燃焼ボイラのボイラ出口にガス温度を検出する温度センサを設置し、
　温度センサで検出したボイラ出口のガス温度からボイラ内の火炉出口のガス温度を演算
し、演算した火炉出口のガス温度が所望の設定ガス温度となるように再循環ファンの稼動
状態を制御する制御装置を設置したことを特徴とする酸素燃焼ボイラ。
【請求項２】
　空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸気需要設備に供給する蒸気を発生さ
せたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させ
る支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した酸素燃焼ボイラにおいて、
　空気を分離して酸素を製造する酸素分離装置を設置し、
　ボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部を酸素燃焼ボイラに送給する再
循環ファンを設置し、
　酸素燃焼ボイラのボイラ出口にガス温度を検出する温度センサ及び酸素センサをそれぞ
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れ設置し、
　温度センサで検出したボイラ出口のガス温度から火炉出口のガス温度を演算し、演算し
た火炉出口のガス温度が所望の設定ガス温度となるように再循環ファンの稼動状態を制御
すると共に、酸素センサで検出したボイラ出口の酸素濃度が所望の設定酸素濃度となるよ
うに酸素分離装置の稼動状態を制御する制御装置を設置したことを特徴とする酸素燃焼ボ
イラ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の酸素燃焼ボイラにおいて、
　ボイラ内の火炉出口における所望の設定ガス温度は、酸素燃焼で運転した場合のボイラ
の後部伝熱面における各熱交換器の収熱量のバランスが、空気燃焼で運転した場合におけ
る前記各熱交換器の収熱量のバランスに近くなるように設定されていることを特徴とする
酸素燃焼ボイラの制御装置。
【請求項４】
　空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸気需要設備に供給する蒸気を発生さ
せたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させ
る支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した酸素燃焼ボイラの制御方法において
、
　ボイラに供給される支援ガスとして混合される酸素は酸素分離装置によって空気から分
離して製造し、
　ボイラに供給される支援ガスとして混合される排ガスは該ボイラから排出された排ガス
の一部を再循環ファンによって送給し、
　この酸素分離装置で製造された酸素と再循環ファンから送給された排ガスとを混合した
支援ガスを酸素燃焼ボイラに供給して該酸素燃焼ボイラでの石炭の燃焼に使用し、
　酸素燃焼ボイラのボイラ出口に設置した温度センサで検出したボイラ出口のガス温度か
らボイラ内の火炉出口のガス温度を演算し、この演算した火炉出口のガス温度が所望の設
定ガス温度となるように再循環ファンから供給される排ガスの供給量を調節することを特
徴とする酸素燃焼ボイラの制御方法。
【請求項５】
　空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸気需要設備に供給する蒸気を発生さ
せたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させ
る支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した酸素燃焼ボイラの制御方法において
、
　ボイラに供給される支援ガスとして混合される酸素は酸素分離装置によって空気から分
離して製造し、
　ボイラに供給される支援ガスとして混合される排ガスは該ボイラから排出された排ガス
の一部を再循環ファンによって送給し、
　この酸素分離装置で製造された酸素と再循環ファンから送給された排ガスとを混合した
支援ガスを酸素燃焼ボイラに供給して該酸素燃焼ボイラでの石炭の燃焼に使用し、
　酸素燃焼ボイラのボイラ出口に設置した温度センサで検出したボイラ出口のガス温度か
らボイラ内の火炉出口のガス温度を演算し、この演算した火炉出口のガス温度が所望の設
定ガス温度となるように再循環ファンから供給される排ガスの供給量を調節し、
　酸素燃焼ボイラのボイラ出口に設置した酸素センサで検出したボイラ出口の酸素濃度が
所望の設定ガス温度となるように酸素分離装置から供給される酸素の供給量を調節するこ
とを特徴とする酸素燃焼ボイラの制御方法。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の酸素燃焼ボイラの制御方法において、
　ボイラ内の火炉出口における所望の設定ガス温度は、酸素燃焼で運転した場合のボイラ
の後部伝熱面における各熱交換器の収熱量のバランスが、空気燃焼で運転した場合におけ
る前記各熱交換器の収熱量のバランスに近くなるように設定されていることを特徴とする
酸素燃焼ボイラの制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＯ２回収を目的とした石炭火力発電プラントに係わり、特に石炭火力発電
プラントのＣＯ２回収に好適な酸素燃焼ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　地球温暖化対策として、温室効果ガスの一つであるＣＯ２（二酸化炭素）の排出削減の
取り組みが世界的に実施されている。火力発電所はＣＯ２の排出量が多い設備の一つであ
り、特に炭素含有量が多く燃焼排ガス中にＣＯ２を多量に発生させる石炭を燃焼する石炭
ボイラを備えた石炭火力発電プラントは発電量当りのＣＯ２排出量が最も多く、早急なＣ
Ｏ２削減対策が要望されている。
【０００３】
　石炭火力発電プラントのＣＯ２削減対策としては、発電の高効率化に加えて、石炭ボイ
ラでの燃焼によって発生した燃焼排ガス中からＣＯ２の分離・回収が挙げられる。ＣＯ２
の分離・回収とは、石炭火力発電プラントで発生した燃焼排ガス中からＣＯ２のみを取り
出して圧縮・液化し、パイプライン等を通してこの液化させたＣＯ２を地下深部等に貯留
させる方式である。
【０００４】
　石炭火力発電プラントに適用される燃焼排ガス中のＣＯ２分離・回収の方法としては、
（１）燃焼前回収、（２）燃焼後回収、（３）酸素燃焼、の三種類に大別できる。
【０００５】
　（１）の燃焼前回収方式とは、石炭と水蒸気の反応によって得られるＨ２（水素）とＣ
Ｏ２の混合ガスから物理吸収法等によってＣＯ２を回収し、残りのＨ２を燃料として使用
する方法である。燃料がＨ２であれば、燃焼してもＣＯ２は発生しない。
【０００６】
　（２）の燃焼後回収方式とは、通常の空気中での石炭燃焼（空気燃焼と呼ぶ）で得られ
る燃焼排ガスから膜分離法等によりＣＯ２を回収する方法である。この場合、燃焼排ガス
の主要成分は、空気に含まれるＮ２（窒素）と燃焼で発生したＣＯ２であり、これらを分
離してＣＯ２のみを回収する。
【０００７】
　上記した二つのＣＯ２分離・回収の方式に対し、（３）の酸素燃焼方式とは、空気から
酸素を分離し、分離させた純酸素を石炭ボイラに供給して燃料の石炭を燃焼させて前記石
炭ボイラを酸素燃焼ボイラとして使用するように構成したものであり、この酸素燃焼ボイ
ラで石炭を燃焼して生成した燃焼排ガス（主要成分はＣＯ２）の一部と純酸素とを混合さ
せた混合ガスを支燃ガスとして酸素燃焼ボイラに供給して石炭を燃焼させる方式である。
【０００８】
　ところで空気燃焼ボイラで発生した燃焼排ガスには窒素（Ｎ２）が多く含まれるので、
空気燃焼ボイラから排出される排ガスから二酸化炭素（ＣＯ２）を分離する処理が必要と
なるが、酸素燃焼ボイラで発生した燃焼排ガスは成分のほとんどがＣＯ２であるため、排
ガスからＣＯ２の分離処理をしないで、そのままＣＯ２を回収できる。
【０００９】
　この酸素燃焼ボイラに供給する支燃ガスとして酸素にＣＯ２を混合させるのは、石炭ボ
イラ内で燃焼する火炎温度を抑制するためである。
【００１０】
　石炭ボイラに酸素のみを供給して微粉炭を燃焼させる燃焼（純酸素燃焼）では石炭ボイ
ラ内で燃焼する火炎温度が高くなるので、ボイラ材料として高価な耐熱鋼が必要となる点
、また、石炭ボイラに設置されたバーナでの支燃ガスの吹き出し流速が低下して火炎形成
が困難になる点から、石炭ボイラでは純酸素燃焼は実施されていない。
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【００１１】
　以上の事情から、石炭ボイラを空気燃焼から酸素燃焼に改造する場合に、酸素燃焼での
熱吸収量のバランスが空気燃焼での熱吸収量のバランスを再現できるのであれば、伝熱面
積変更のための改造が不要になり、ボイラの改造コストを大幅に抑制することができる。
【００１２】
　前記したように、酸素燃焼ボイラは支燃ガスの酸素濃度を調整することで、熱交換器の
熱吸収量のバランスやボイラ全体の収熱量を変えることができるので、これを利用して空
気燃焼と近い状態を作り出す制御方式を採用することが考えられる。
【００１３】
　例えば、特開２００７－１４７１６２号公報に記載された制御方式では、あらかじめ負
荷要求に応じたボイラ収熱量の目標値を設定し、収熱量の実測値が目標値となるように排
ガス循環量を制御することにより、支燃ガスの酸素濃度を調整している。ここでの目標値
は、既存の空気燃焼ボイラにおいて定められた目標の収熱量と同等になるように設定して
いる。さらに、酸素供給量についても、負荷要求に対応した設定値を設けている。
【００１４】
【特許文献１】特開２００７－１４７１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、前記特開２００７－１４７１６２号公報に記載された石炭ボイラを酸素
燃焼させる酸素燃焼ボイラの制御方式では、ボイラ負荷に応じて石炭ボイラに供給する酸
素量を設定値となるように制御すると共に、ボイラ収熱量が既存の空気燃焼ボイラと同等
となるように排ガス循環量を制御しているので、前記したように酸素量を制御することに
よって石炭ボイラに供給する酸素濃度が変更されると、それに応じて石炭ボイラの火炉の
ガス温度も変化することになる。
【００１６】
　このため、ボイラ収熱量が既存の空気燃焼ボイラと同等の目標値を満たすように石炭ボ
イラに供給する酸素濃度を上昇させた場合、石炭ボイラの火炉のガス温度も上昇してしま
うのでボイラの設計上の限界点を超える状況や、限界点に対して余裕がなくなる状況に至
る可能性がある。
【００１７】
　また、経年劣化によって石炭ボイラの収熱効率が低下した場合には、このボイラ収熱効
率の低下を補うために供給する酸素濃度は増加する方向に制御されるので、石炭ボイラの
火炉のガス温度もそれに合わせて上昇し、石炭ボイラを構成する材料の耐熱性の劣化がさ
らに進行することになる。
【００１８】
　また、石炭ボイラにおける火炉出口ガス温度は、後部伝熱面でのスラッギングを防止す
るために灰の融点以下になるように設計しているが、供給される酸素濃度が高くなること
で、この制約に対する余裕も低下することになる。
【００１９】
　本発明の目的は、既存の空気燃焼ボイラとして運用している石炭ボイラを、酸素燃焼ボ
イラとして運用した場合に改造に要する費用が抑制でき、高温ガスによる酸素燃焼ボイラ
の劣化やスラッギングを防止して長期に亘って安定して運転可能な信頼性の高い酸素燃焼
ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の酸素燃焼ボイラは、空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸気需要
設備に供給する蒸気を発生させたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガスの一部
とを混合し、石炭を燃焼させる支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した酸素燃
焼ボイラにおいて、空気を分離して酸素を製造する酸素分離装置を設置し、ボイラから排
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出された排ガスから分岐した排ガスの一部を酸素燃焼ボイラに送給する再循環ファンを設
置し、酸素燃焼ボイラのボイラ出口にガス温度を検出する温度センサを設置し、温度セン
サで検出したボイラ出口のガス温度からボイラ内の火炉出口のガス温度を演算し、演算し
た火炉出口のガス温度が所望の設定ガス温度となるように再循環ファンの稼動状態を制御
する制御装置を設置したことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の酸素燃焼ボイラは、空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼して蒸
気需要設備に供給する蒸気を発生させたボイラから排出された排ガスから分岐した排ガス
の一部とを混合し、石炭を燃焼させる支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成した
酸素燃焼ボイラにおいて、空気を分離して酸素を製造する酸素分離装置を設置し、ボイラ
から排出された排ガスから分岐した排ガスの一部を酸素燃焼ボイラに送給する再循環ファ
ンを設置し、酸素燃焼ボイラのボイラ出口にガス温度を検出する温度センサ及び酸素セン
サをそれぞれ設置し、温度センサで検出したボイラ出口のガス温度から火炉出口のガス温
度を演算し、演算した火炉出口のガス温度が所望の設定ガス温度となるように再循環ファ
ンの稼動状態を制御すると共に、酸素センサで検出したボイラ出口の酸素濃度が所望の設
定酸素濃度となるように酸素分離装置の稼動状態を制御する制御装置を設置したことを特
徴とする。
【００２２】
　本発明の酸素燃焼ボイラの制御方法は、空気から分離した酸素と、燃料の石炭を燃焼し
て蒸気需要設備に供給する蒸気を発生させたボイラから排出された排ガスから分岐した排
ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させる支燃ガスとして該ボイラに供給するように構成
した酸素燃焼ボイラの制御方法において、ボイラに供給される支援ガスとして混合される
酸素は酸素分離装置によって空気から分離して製造し、ボイラに供給される支援ガスとし
て混合される排ガスは該ボイラから排出された排ガスの一部を再循環ファンによって送給
し、この酸素分離装置で製造された酸素と再循環ファンから送給された排ガスとを混合し
た支援ガスを酸素燃焼ボイラに供給して該酸素燃焼ボイラでの石炭の燃焼に使用し、酸素
燃焼ボイラのボイラ出口に設置した温度センサで検出したボイラ出口のガス温度からボイ
ラ内の火炉出口のガス温度を演算し、この演算した火炉出口のガス温度が所望の設定ガス
温度となるように再循環ファンから供給される排ガスの供給量を調節することを特徴とす
る。
【００２３】
　また、本発明の酸素燃焼ボイラの制御方法は、空気から分離した酸素と、燃料の石炭を
燃焼して蒸気需要設備に供給する蒸気を発生させたボイラから排出された排ガスから分岐
した排ガスの一部とを混合し、石炭を燃焼させる支燃ガスとして該ボイラに供給するよう
に構成した酸素燃焼ボイラの制御方法において、ボイラに供給される支援ガスとして混合
される酸素は酸素分離装置によって空気から分離して製造し、ボイラに供給される支援ガ
スとして混合される排ガスは該ボイラから排出された排ガスの一部を再循環ファンによっ
て送給し、この酸素分離装置で製造された酸素と再循環ファンから送給された排ガスとを
混合した支援ガスを酸素燃焼ボイラに供給して該酸素燃焼ボイラでの石炭の燃焼に使用し
、酸素燃焼ボイラのボイラ出口に設置した温度センサで検出したボイラ出口のガス温度か
らボイラ内の火炉出口のガス温度を演算し、この演算した火炉出口のガス温度が所望の設
定ガス温度となるように再循環ファンから供給される排ガスの供給量を調節し、酸素燃焼
ボイラのボイラ出口に設置した酸素センサで検出したボイラ出口の酸素濃度が所望の設定
ガス温度となるように酸素分離装置から供給される酸素の供給量を調節することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、既存の空気燃焼ボイラとして運用している石炭ボイラを、酸素燃焼ボ
イラとして運用した場合に改造に要する費用が抑制でき、高温ガスによる酸素燃焼ボイラ
の劣化やスラッギングを防止して長期に亘って安定して運転可能な信頼性の高い酸素燃焼
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ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の一実施例である酸素燃焼ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法について図面を
参照して以下に説明する。
【実施例１】
【００２６】
　図１は、本発明の一実施例である酸素燃焼ボイラを有するＣＯ２回収に好適な石炭火力
発電プラントの構成を示す概略図である。
【００２７】
　図１において、石炭火力発電プラントは、微粉炭を燃料として、石炭ボイラにて別途供
給された酸素によって微粉炭を燃焼させる酸素燃焼ボイラ１を備えている。前記酸素燃焼
ボイラ１は微粉炭を燃料とし、空気を供給して微粉炭を燃焼させる通常の空気燃焼ボイラ
と構造は同じである。
【００２８】
　前記酸素燃焼ボイラ１は、燃料である石炭を石炭供給装置２で粉砕して微粉炭にして、
この微粉炭を石炭供給装置２から石炭供給系統３を通じて酸素燃焼ボイラ１に供給して、
別途供給された酸素と共に燃焼させる。
【００２９】
　前記酸素燃焼ボイラ１で燃料の微粉炭を酸素と共に燃焼して発生した燃焼排ガスは、酸
素燃焼ボイラ１から排ガスとして酸素燃焼ボイラ１の下流に設置された脱硝装置４に排ガ
ス系統４１を通じて導入され、酸素燃焼ボイラ１から排出した排ガス中に含まれた窒素酸
化物（ＮＯｘ）の濃度を所望の値になるように低減させる。
【００３０】
　脱硝装置４を流下した排ガスは、脱硝装置４の下流に設置された酸素予熱器５に排ガス
系統４１を通じて導入され、この酸素予熱器５にて流下する排ガスの熱を利用して酸素燃
焼ボイラ１に供給するガスを加熱する。
【００３１】
　酸素予熱器５を流下した排ガスは、酸素予熱器５の下流に設置された集塵装置６に排ガ
ス系統４１を通じて導入され、この集塵装置６にて排ガス中に含まれた粉塵を除去する。
【００３２】
　更に集塵装置６を流下した排ガスは、集塵装置６の下流に設置された脱硫装置７に排ガ
ス系統４１を通じて導入され、この脱硫装置７にて排ガス中の硫黄酸化物（ＳＯｘ）の濃
度を所望の値になるように低減する。
【００３３】
　前記酸素燃焼ボイラ１には該酸素燃焼ボイラ１の内部を流下する燃焼排ガスによって加
熱されて蒸気を発生させる複数の熱交換器（図示せず）が設置されている。
【００３４】
　そして酸素燃焼ボイラ１の前記熱交換器で発生した高圧の高温蒸気は、酸素燃焼ボイラ
１から蒸気系統３１を通じて蒸気需要設備である蒸気タービン設備５０を構成する高圧蒸
気タービン８に供給され、該高圧蒸気タービン８を駆動する。酸素燃焼ボイラ１から高圧
蒸気タービン８に供給される高圧の蒸気流量は蒸気系統３１に設置された加減弁１０によ
って制御される。
【００３５】
　高圧蒸気タービン８を駆動して排出された蒸気は、蒸気系統３３を通じて酸素燃焼ボイ
ラ１に設置された熱交換器に供給され、該酸素燃焼ボイラ１の内部を流下する燃焼排ガス
によって前記熱交換器で再度加熱された低圧の高温蒸気を酸素燃焼ボイラ１から蒸気系統
３２を通じて蒸気タービン設備５０を構成する低圧蒸気タービン９に供給され、該低圧蒸
気タービン９を駆動する。
【００３６】
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　前記蒸気タービン設備５０には高圧蒸気タービン８及び低圧蒸気タービン９の駆動によ
って回転され発電する発電機１１が設置されている。そして低圧蒸気タービン９を駆動し
て排出された蒸気は蒸気系統３４を通じて復水器１２に導入され、冷却されて復水となる
。
【００３７】
　復水器１２で復水となった復水は、給水系統３５に設置された給水ポンプ１３によって
昇圧され、前記酸素燃焼ボイラ１の図示していない熱交換器に給水として供給される。
【００３８】
　前記酸素燃焼ボイラ１には燃焼排ガスの温度及び酸素の濃度をそれぞれ計測する温度セ
ンサ１４ａ及び酸素センサ１４ｂが設置されている。そして酸素燃焼ボイラ１を備えた石
炭火力発電プラントには、種々の制御を行う制御装置１５０が設置されている。
【００３９】
　ここで、実際の石炭火力発電プラントでは、状態量を測定する各種のセンサは酸素燃焼
ボイラ以外の主要の機器にも設置されており、制御装置１５０では石炭火力発電プラント
を構成する主要の機器に設置された各種センサから測定されたプラントの状態量に基づい
て前記主要機器を動作させる制御信号を送信して石炭火力発電プラントの運転を行ってい
る。
【００４０】
　尚、図１に示した本実施例の石炭火力発電プラントは、酸素燃焼ボイラ１の動作と関連
のある構成を中心に図示したもので、他の構成は省略している。
【００４１】
　また、上記に説明した石炭火力発電プラントを構成する主要機器は、通常の空気燃焼ボ
イラを備えた石炭火力発電プラントにも備えられた機器である（酸素予熱器５については
、通常の石炭火力発電プラントでは空気燃焼ボイラに供給する空気を加熱するので空気予
熱器と呼ばれる）。
【００４２】
　本実施例の酸素燃焼ボイラ１を備えた石炭火力発電プラントにおいては、図１に示すよ
うに、脱硫装置７を流下した排ガスを冷却して水分を取り除く冷却除湿装置２１が該脱硫
装置７の下流側の排ガス系統４１に設置されている。
【００４３】
　冷却除湿装置２１を流下した脱塵・脱硝・脱硫・除湿工程を経た排ガス（主にＣＯ２）
は、冷却除湿装置２１の下流に設置された二酸化炭素液化設備２２に排ガス系統４１を通
じて導入され、この二酸化炭素液化設備２２にて排ガス中のＣＯ２を分離して圧縮・液化
する。
【００４４】
　二酸化炭素液化設備２２による圧縮・液化によって液化されたＣＯ２は、二酸化炭素液
化設備２２から二酸化炭素回収系統４２を通って図示していない貯留施設へ運ばれて貯留
される。
【００４５】
　大気から取り入れた空気から酸素（Ｏ２）と窒素（Ｎ２）を分離する酸素分離装置２３
が設置されており、この酸素分離装置２３で分離した酸素が酸素供給系統２４を通じて前
記酸素燃焼ボイラ１に供給され、再循環する排ガスと混合した支援ガスとして、石炭供給
系統３から供給された微粉炭を酸素燃焼ボイラ１にて燃焼させる。
【００４６】
　酸素分離装置２３で分離された純酸素、又は酸素（僅かではあるが不純物として窒素等
も含む）を供給する酸素供給系統２４は酸素予熱器５を経由して酸素燃焼ボイラ１に供給
するように構成されているので、前記純酸素または酸素は、排ガス系統４１を流下する排
ガスによって酸素予熱器５で加熱した後に、該酸素供給系統２４を通じて酸素燃焼ボイラ
１へ供給して部粉炭の燃焼に使用される。また、酸素分離装置２３にて空気から酸素を取
り除いた後のガス（主にＮ２）は系外へ排出される。
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【００４７】
　本実施例の酸素燃焼ボイラを備えた石炭火力発電プラントにおいては、前記集塵装置６
と脱硫装置７との間の排ガス系統４１から分岐して排ガスの一部を導き、酸素燃焼ボイラ
１に再循環させる再循環系統２５が設置されている。
【００４８】
　この再循環系統２５には再循環ファン２６が設置されており、排ガス系統４１から分岐
した排ガスの一部を再循環する排ガスとして酸素燃焼ボイラ１に送り込むように構成され
ている。また、前記再循環系統２５は酸素予熱器５を経由して酸素燃焼ボイラ１に供給す
るように構成されているので、この再循環排ガスは酸素予熱器５にて排ガス系統４１を流
下する排ガスによって加熱された後に再循環系統２５を通じて酸素燃焼ボイラ１へ供給さ
れ、酸素供給系統２４を通じて供給された酸素と混合した支援ガスとして、石炭供給系統
３から供給された微粉炭を酸素燃焼ボイラ１にて燃焼させる。
【００４９】
　前記したように酸素燃焼ボイラ１に供給される支燃ガスは、酸素供給系統２４から供給
された純酸素と再循環系統２５を通じて供給された再循環排ガスとの混合ガスである。
【００５０】
　前記制御装置１５では、純酸素の供給量を制御装置１５で演算した指令信号によって酸
素分離装置２３の稼動を制御することにより調整し、一方、排ガス循環量を制御装置１５
で演算した指令信号によって再循環ファン２６の回転数を制御することにより調整して、
純酸素と循環排ガスとを混合した支燃ガスに含まれる酸素濃度を所望の値になるように制
御する。
【００５１】
　酸素燃焼ボイラ１に供給される支燃ガスとしての供給量は、純酸素の供給量と循環排ガ
ス量との合計値となる。また、支燃ガスに含まれる酸素は、酸素分離装置２３から供給さ
れる酸素に加えて、循環排ガス中に僅かながら残存する酸素とを合わせた量が酸素燃焼ボ
イラ１に供給されることになる。
【００５２】
　酸素燃焼ボイラ１に供給される支燃ガスの酸素濃度を増やすは、酸素分離装置２３の稼
動を制御して純酸素の供給量を増やすか、または、再循環ファン２６の回転数を制御して
排ガス循環量を減らすことにより実施される。
【００５３】
　一方、酸素燃焼ボイラ１に供給される燃料である石炭の供給量は、石炭供給装置２の運
転を制御することにより調整される。
【００５４】
　以上に述べた制御手段により、酸素燃焼ボイラ１における燃焼状態を制御するためのパ
ラメータである酸素供給量、排ガス循環量、石炭供給量の調節が行われる。
【００５５】
　本実施例の酸素燃焼ボイラを備えた石炭火力発電プラントの酸素燃焼ボイラ１に供給す
る支燃ガスの酸素濃度の制御では、酸素燃焼ボイラ１内のガス温度、例えば、火炉出口１
ｃのガス温度を、支燃ガスの酸素濃度を決定するための基準にして制御する。
【００５６】
　火炉出口１ｃのガスは非常に高温であり、温度センサを設置することができないケース
が多い。このため、他の場所に設置した温度センサによる実測値を基に、熱バランスから
火炉出口１ｃのガス温度を演算によって求めることになる。
【００５７】
　本実施例の酸素燃焼ボイラを備えた石炭火力発電プラントにおける微粉炭を燃焼させる
酸素燃焼ボイラ１は、図２に示すように火炉１ａと後部伝熱面１ｂとの境界２０１の位置
が火炉出口１ｃであり、この境界２０１の上流側を火炉１ａ、下流側を後部伝熱面１ｂと
呼ぶ。
【００５８】
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　図５に示した火炉１ａの下部には燃焼用バーナ１０１が設置されており、この燃焼用バ
ーナ１０１から供給した微粉炭と、酸素及び再循環排ガスとが混合した支援ガスとが燃焼
して高温の燃焼ガスを発生させる。
【００５９】
　高温の燃焼ガスは酸素燃焼ボイラ１内にそれぞれ設置され、水管で構成された複数の熱
交換器を流れる蒸気への伝熱を行いながら火炉１ａ内をボイラ出口１ｄの方向に向かって
流下する構造になっている。
【００６０】
　前記火炉１ａの下部壁面にはスパイラル管１０２と呼ばれる水管がスパイラル状に配設
されおり、火炉１ａの上部壁面にはオープンパス管１０３と呼ばれる水管が垂直状に配設
されている。これらのスパイラル管１０２とオープンパス管１０３とを合わせて水壁と呼
ばれる。
【００６１】
　また、図５に示した後部伝熱面１ｂ側の壁面にもケージ壁と呼ばれる水管１０４が設置
されている。前記水壁やケージ壁が壁面に設置された水管であるのに対し、酸素燃焼ボイ
ラ１の内部には水管から構成された複数の熱交換器が設置されている。
【００６２】
　これらの熱交換器のうち、２次過熱器１１１は火炉１ａの天井から吊り下げられて配置
されている。また、２次過熱器１１１の下流側には、３次過熱器１１２、再熱器１１３、
１次過熱器１１４、及び節炭器１１５の各熱交換器が燃焼ガスの流下方向に沿って順次配
設されている。
【００６３】
　本実施例の酸素燃焼ボイラ１を備えた石炭火力発電プラントにおいて、酸素燃焼ボイラ
１に酸素供給系統２４から供給される純酸素と再循環系統２５を通じて供給される再循環
排ガスとが混合した支燃ガスの酸素濃度を調整することで、前記した各熱交換器の熱吸収
量のバランスが変わるのは、対流伝熱・輻射伝熱と呼ばれる伝熱形態が関係している。
【００６４】
　対流伝熱とは、高温の燃焼ガスと水管との接触面において両者の温度差によって熱が移
動する伝熱現象をいう。一方、輻射伝熱とは、高温の燃焼ガスから発せられた電磁波が水
管で吸収され、これが熱エネルギーに変換することによって熱が移動する現象である。
【００６５】
　前記ボイラでの燃焼ガスから熱交換器への伝熱には、常に対流伝熱と輻射伝熱の両方が
作用している。このとき、火炉１ａのように燃焼ガスが高温の領域であれば輻射伝熱によ
る伝熱が支配的であり、後部伝熱面１ｂのように燃焼ガスが比較的低温の領域であれば対
流伝熱による伝熱が支配的となる。これは、輻射伝熱による伝熱量がガス温度の４乗に比
例するという物理的な性質があるためである。
【００６６】
　このため、酸素燃焼ボイラ１において、再循環系統２５を通じて酸素燃焼ボイラ１に供
給される排ガス循環量を減らすことによって支燃ガスに含まれる酸素濃度を高くすると、
火炉１ａ内の火炎温度が高くなるので火炉１ａでの輻射伝熱量が大きくなり、火炉１ａ側
の熱吸収量が増加する。
【００６７】
　一方、再循環系統２５を通じて酸素燃焼ボイラ１に供給される排ガス循環量が少なくな
ると、酸素燃焼ボイラ１を流れるガス流量が低下してガス流速の低下をもたらす。このと
き、前記した対流伝熱は、ガス流速が低下すると伝熱量が低くなるという物理的な性質が
ある。
【００６８】
　したがって、再循環系統２５を通じて酸素燃焼ボイラ１に供給される排ガス循環量を減
らして支燃ガスに含まれる酸素濃度を高くすると、対流伝熱が支配的な後部伝熱面１ｂで
の熱吸収量が低下することになる。
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【００６９】
　つまり、酸素燃焼ボイラ１では、酸素燃焼ボイラ１に供給される排ガス循環量を減らし
て支燃ガスに含まれる酸素濃度を高くすると、輻射伝熱が支配的な火炉１ａ側の熱吸収量
が増加し、一方、対流伝熱が支配的な後部伝熱面１ｂ側の熱吸収量が低下する傾向にある
。
【００７０】
　また、酸素燃焼ボイラ１に供給される排ガス循環量を増やして支燃ガスに含まれる酸素
濃度を低くした場合は、この逆に作用する。
【００７１】
　以上に述べた現象から、酸素燃焼ボイラ１に供給される支援ガスに含まれる酸素濃度を
調整することによって、酸素燃焼ボイラ１に設置された熱交換器の熱吸収量のバランスを
変えることができる。
【００７２】
　また、火炉１ａ側と後部伝熱面１ｂ側とを合わせたボイラ全体の収熱量については、一
般的な空気燃焼ボイラの構成の場合、排ガス循環量を減らして酸素濃度を高くした方がボ
イラ全体の収熱量が増加する傾向にある。これは、ガス温度が高い方が伝熱効率が高いた
めである。
【００７３】
　空気で微粉炭を燃焼させていた既存の空気燃焼ボイラを酸素で微粉炭を燃焼させる酸素
燃焼ボイラ１に改造する場合、改造コストの観点から言えば、酸素燃焼にした場合でも、
空気燃焼における各熱交換器の熱吸収量のバランスをそのまま再現できるのが好ましい。
なぜなら、ボイラの設計段階において、各熱交換器の熱吸収量のバランス（水管内の蒸気
温度と圧力、水管外のガス温度）を踏まえて、熱交換器の材料選定を行っているからであ
る。
【００７４】
　ボイラに設置される熱交換器は、高温になる領域では耐熱性に優れた高価な材料を使用
し、比較的低温の領域では耐熱的にはそれほど優れていない低価格の材料を使用する。こ
のため、既存の空気燃焼ボイラを酸素燃焼ボイラに改造することで酸素燃焼の熱吸収のバ
ランスが空気燃焼での熱吸収のバランスから大きく変化する場合には、設計段階で材料の
選定基準となった温度等の条件が変わるので、そのままでは材料の耐熱的な観点から運転
できなくなる事態が予想される。
【００７５】
　このような場合に対応するためには、酸素燃焼ボイラ１に備えられる各熱交換器で、材
料の使用限界温度以下となるように、伝熱面積を変更する改造を行う（具体的には水管を
追加したり、削除したりする）ことが考えられるが、この改造には相当のコストを要する
ことが推測される。
【００７６】
　そこで、石炭火力発電プラントに備えた本実施例の酸素燃焼ボイラ１においては、酸素
燃焼ボイラ１内のガス温度として、図５の火炉１ａと後部伝熱面１ｂとの境界２０１の位
置である火炉出口１ｃのガス温度を、酸素燃焼ボイラ１に供給する支燃ガスの酸素濃度を
決定する基準の温度とする。
【００７７】
　前記火炉出口１ｃのガス温度は非常に高温なので、火炉出口１ｃに温度センサを設置し
てガス温度を直接計測することは困難である。そこで、本実施例の酸素燃焼ボイラの制御
装置では、図２及び図３に示したように、火炉出口１ｃでのガス温度よりもガス温度が低
下したボイラ出口１ｄに温度センサ１４ａ及びガス組成センサ１４ｂを設置して計測が可
能なボイラ出口１ｄにおけるガス温度、及びガス組成を夫々計測する。
【００７８】
　本実施例の酸素燃焼ボイラの制御を行う制御装置１５０には、図３に示したようにボイ
ラ出口１ｄのガス熱量を演算するボイラ出口のガス熱量演算器１５１が設置されており、
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このガス熱量演算器１５１によって前記温度センサ１４ａ及びガス組成センサ１４ｂでそ
れぞれ計測したボイラ出口１ｄにおけるガス温度及びガス組成に基づいて、前記ガス熱量
演算器１５１によってボイラ出口１ｄにおけるガス熱量を演算する。
【００７９】
　即ち、前記ガス熱量演算器１５１には（１）式及び（２）式の演算を行う演算関数が備
えられているので、ボイラ出口１ｄの温度センサ１４ａ及びガス組成センサ１４ｂで計測
したガス温度及びガス組成の計測値に基づき、前記ガス熱量演算器１５１の演算関数によ
って（１）式及び（２）式の計算を行い、ボイラ出口１ｄにおけるガス熱量を演算する。
【００８０】
【数１】

【００８１】
　（１）式において、
　Ｈｇ２，ｉ：ボイラ出口における物質ｉのガスエンタルピー、
　ｆｉ()：ガス中の物質ｉの温度－エンタルピー換算関数、
　Ｔｇ２：ボイラ出口ガス温度。
【００８２】

【数２】

【００８３】
　（２）式において、
　Ｑｇ２：ボイラ出口におけるガス熱量、
　Ｆｇ：ガス流量、
　ｗｉ：ガス中の物質ｉの質量比、
　Ｈｇ２，ｉ：ボイラ出口における物質ｉのガスエンタルピー。
【００８４】
　そして、前記ガス熱量演算器１５１に備えられた（１）式の演算関数、及び（２）式の
演算関数の演算によって、各物質i（例えば、二酸化炭素、酸素、窒素、水）について温
度センサ１４ａによるガス温度の計測値からガスエンタルピーを求めて、ボイラ出口のガ
ス熱量を演算する。各物質iの温度－エンタルピーの換算関数は、大気圧力を条件とする
公知のデータを使用する。また、ガス組成（ガス中に含まれる各物質の重量比）はガス組
成センサ１４ｂによる計測値を使用する。
【００８５】
　制御装置１５０には、更に酸素燃焼ボイラ１の火炉出口からボイラ出口までに備えた熱
交換器（ケージ壁１０４、３次過熱器１１２、再熱器１１３、１次過熱器１１４、節炭器
１１５、及びケージ壁１０４）が得た熱量とそれらの熱量の総和を演算するために、熱交
換器が得た熱量総和演算器１５２が設置されている。
【００８６】
　制御装置１５０に設置された熱量総和演算器１５２には前記熱交換器で蒸気が得た熱量
の総和を計算する（３）式の演算関数が備えられているので、前記各熱交換器に設置した
入口温度センサ１４ｃ、出口温度センサ１４ｄ、圧力センサ１４ｄ、流量センサ１４ｆで
計測した入口蒸気温度、出口蒸気温度、蒸気圧力及び蒸気流量の各計測値に基づき、前記
熱交換器が得た熱量の総和演算器１５２の演算関数によって（３）式の計算を行い、前記
熱交換器で蒸気が得た熱量の総和を演算する。
【００８７】
【数３】
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【００８８】
　（３）式において、
　Ｑw：火炉出口からボイラ出口までの熱交換器が得た熱量、
　Ｆw，j：熱交換器jの蒸気流量、
　Ｈwout，j：熱交換器jの出口蒸気エンタルピー、
　Ｈwin，j：熱交換器jの入口蒸気エンタルピー。
【００８９】
　そして、前記熱量総和演算器１５２に備えられた（３）式の演算関数によって火炉出口
からボイラ出口までの熱交換器が得た熱量の総和を演算する。
【００９０】
　蒸気のエンタルピーは、蒸気温度、および蒸気圧力の計測値から蒸気表を基にエンタル
ピーに換算して求める。
【００９１】
　前記制御装置１５０には、前記熱量総和演算器１５２で演算した、熱交換器で蒸気が得
た熱量の総和の演算値に基づいて火炉出口１ｃのガス熱量を演算する火炉出口のガス熱量
演算器１５３が設置されている。
【００９２】
　このガス熱量演算器１５３には（４）式の演算を行う演算関数が備えられているので、
前記熱量の総和演算器１５２で演算した熱交換器が得た熱量の総和の値に基づき、前記火
炉出口のガス熱量演算器１５３の演算関数によって（４）式の計算を行い、火炉出口１ｃ
におけるガス熱量を演算する。
【００９３】
【数４】

【００９４】
　（４）式において、
　Ｑｇ１：火炉出口のガス熱量、
　Ｑｇ２：ボイラ出口のガス熱量、
　Ｑｗ：火炉出口からボイラ出口までの熱交換器が得た熱量。
【００９５】
　火炉出口１ｃのガス熱量は、ボイラ出口１ｄのガス熱量に対して、熱交換器を通して蒸
気が得た熱量の総和として評価できる。このとき、計算の対象となる熱交換器は火炉出口
１ｃからボイラ出口１ｄの間に位置する熱交換器である。
【００９６】
　そこで、ガス熱量演算器１５３に備えられた（４）式の演算を行う演算関数を用いて火
炉出口１ｃのガス熱量の演算を行う。
【００９７】
　前記制御装置１５０には、更に、ガス熱量演算器１５３で演算した、火炉出口１ｃにお
けるガス熱量の演算値に基づいて火炉出口１ｃのガス温度を演算する火炉出口のガス温度
演算器１５４が設置されている。
【００９８】
　このガス温度演算器１５４には（５）式及び（６）式の演算を行う演算関数が備えられ
ているので、前記火炉出口のガス熱量演算器１５３で計算した火炉出口１ｃのガス熱量の
値に基づき、前記火炉出口のガス温度演算器１５４の演算関数によって（５）式及び（６
）式の計算を行い、火炉出口１ｃにおけるガス温度を演算する。
【００９９】
【数５】
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【０１００】
　（５）式において、
　Ｈｇ１，ｉ：火炉出口における物質ｉのガスエンタルピー、
　ｆｉ()：ガス中の物質ｉの温度－エンタルピー換算関数、
　Ｔｇ１：火炉出口ガス温度。
【０１０１】
【数６】

【０１０２】
　（６）式において、
　Ｑｇ１：火炉出口におけるガス熱量、
　Ｆｇ：ガス流量、
　ｗｉ：ガス中の物質ｉの質量比、
　Ｈｇ１，ｉ：火炉出口における物質ｉのガスエンタルピー。
【０１０３】
　火炉出口のガス温度演算器１５４に備えられた（５）式及び（６）式の演算を行う演算
関数を用いて火炉出口１ｃのガス温度を演算する場合に、火炉出口１ｃのガス熱量を計算
してから火炉出口１ｃのガス温度の演算を行う。最初は、火炉出口１ｃのガス温度として
初期値を与えて火炉出口１ｃのガス熱量を計算し、このガス熱量の計算値と（４）式で与
えられた火炉出口１ｃのガス熱量の値とを比較して、ガス温度を更新しながら収束計算に
よって前記火炉出口１ｃのガス温度を求める。
【０１０４】
　ここで、火炉出口１ｃのガス温度の計算に必要な酸素燃焼ボイラ１の状態量は、前述し
たようにボイラ出口１ｄに設置した温度センサ１４ａと、ガス組成センサ１４ｂで計測し
た計測値である。
【０１０５】
　前記制御装置１５０には、火炉出口１ｄの所望のガス温度を設定する温度設定器１５５
が設置されている。前記制御装置１５０には、更に、前記ガス温度演算器１５４で演算し
た、火炉出口１ｃにおけるガス温度の演算値と、前記温度設定器１５５で設定された設定
ガス温度とを比較し、両者の偏差信号に基づいた指令信号によって再循環ファン２６の駆
動状態を調節する比較演算器１５６が備えられており、この比較演算器１５６によって再
循環ファン２６から酸素燃焼ボイラ１に供給する排ガス循環量を制御するように構成され
ている。
【０１０６】
　また、前記制御装置１５０には、ボイラ出口１ｄに設置したガス組成センサ１４ｂで測
定したボイラ出口１ｄにおける排ガスのガス組成の測定値から、ボイラ出口１ｄにおける
酸素濃度を検出するボイラ出口の酸素濃度測定器１５７と、火炉出口１ｄにおける排ガス
中の所望の酸素濃度を設定する酸素濃度設定器１５８が設置されている。
【０１０７】
　前記制御装置１５０には、更に、酸素濃度測定器１５７で検出したボイラ出口１ｄにお
ける酸素濃度の演算値と、前記酸素濃度測定器１５８で設定された設定酸素濃度とを比較
し、両者の偏差信号に基づいた指令信号によって酸素供給装置２３の稼動状態を調節する
比較演算器１５９が備えられており、この比較演算器１５９によって酸素供給装置２３か
ら酸素燃焼ボイラ１に供給する酸素の流量を制御するように構成されている。
【０１０８】
　次に、本実施例の酸素燃焼ボイラによる火炉出口のガス温度の制御について以下に説明
する。
【０１０９】



(14) JP 5178453 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

　図１乃至図３に示した本実施例の酸素燃焼ボイラ１における制御装置１５０において、
火炉出口１ｃのガス温度の制御は次のように行われる。
【０１１０】
　まず、ボイラ出口１ｄに設置された温度センサ１４ａで計測されたボイラ出口のガス温
度及びガス組成センサ１４ｂの測定値に基づき、制御装置１５０に設置したボイラ出口の
ガス熱量演算器１５１によってボイラ出口１ｄのガス熱量を計算する。
【０１１１】
　次に、ボイラ出口のガス熱量演算器１５１による演算値、及び熱交換器に設置した状態
量の計測値に基づき、熱交換器が得た熱量総和演算器１５２によって熱交換器が得た熱量
総和を演算する。
【０１１２】
　次に熱量総和演算器１５２による演算値に基づき、火炉出口のガス熱量演算器１５３に
よって火炉出口１ｄのガス熱量を演算し、次に前記火炉出口のガス熱量演算器１５３によ
る演算値に基づき、火炉出口のガス温度演算器１５４によって火炉出口１ｃにおけるガス
温度を演算する。
【０１１３】
　そして比較演算器１５６によって、前記火炉出口のガス温度演算器１５４で計算した火
炉出口１ｃにおけるガス温度と、温度設定器１５５の設定温度とを比較して、ガス温度演
算器１５４で計算した火炉出口１ｃのガス温度の計算値が、温度設定器１５５で設定され
た温度設定値よりも低ければ、比較演算器１５６で比較した偏差信号に基づく指令信号に
よって排ガスを酸素燃焼ボイラ１に供給する再循環ファン２６の駆動を弱めるように操作
して排ガスの循環量を減少させ、酸素燃焼ボイラ１に供給する支燃ガスに含まれる酸素濃
度を増加して、火炉出口１ｃのガス温度を所望の温度に制御する。
【０１１４】
　また、比較演算器１５６によって、前記火炉出口のガス温度演算器１５４で計算した火
炉出口１ｃにおけるガス温度が、温度設定器１５５で設定された温度設定値よりも高けれ
ば、比較演算器１５６で比較した偏差信号に基づく指令信号によって排ガスを酸素燃焼ボ
イラ１に供給する再循環ファン２６の駆動を強めるように操作して排ガスの循環量を増加
させ、酸素燃焼ボイラ１に供給する支燃ガスに含まれる酸素濃度を減少させて、火炉出口
１ｃのガス温度を所望の温度に制御する。
【０１１５】
　次に、本実施例の酸素燃焼ボイラによる補完的なボイラ出口の酸素濃度の制御について
以下に説明する。
【０１１６】
　図１乃至図３に示した本実施例の酸素燃焼ボイラ１における制御装置１５０において、
ボイラ出口１ｄの酸素濃度の補完的な制御は次のように行われる。
【０１１７】
　ボイラ出口１ｄに設置されたガス組成センサ１４ｂの測定値に基づき、制御装置１５０
に設置したボイラ出口の酸素濃度検出器１５７でボイラ出口１ｄの酸素濃度値を検出する
。
【０１１８】
　そして比較演算器１５９によって、酸素濃度検出器１５７で検出したボイラ出口１ｄの
酸素濃度値と、酸素濃度設定器１５８で設定された酸素濃度設定値とを比較して、酸素濃
度検出器１５７で検出したボイラ出口１ｄの酸素濃度の実測値が酸素濃度設定器１５８で
設定された酸素濃度設定値よりも低ければ、比較演算器１５９で比較した偏差信号に基づ
く指令信号によって酸素供給装置２３の稼動が増加するように操作して、前記酸素供給装
置２３から酸素燃焼ボイラ１に供給する酸素供給量を増加させて、ボイラ出口１ｄの酸素
濃度を所定の濃度に制御する。
【０１１９】
　また、比較演算器１５９によって、酸素濃度検出器１５７で検出したボイラ出口１ｄの
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酸素濃度の実測値が酸素濃度設定器１５８で設定された酸素濃度設定値よりも高ければ、
比較演算器１５９で比較した偏差信号に基づく指令信号によって酸素供給装置２３の稼動
が減少するように操作して、前記酸素供給装置２３から酸素燃焼ボイラ１に供給する酸素
供給量を減少させて、ボイラ出口１ｄの酸素濃度を所定の濃度に制御する。
【０１２０】
　上述した本発明の実施例によれば、既存の空気燃焼ボイラとして運用している石炭ボイ
ラを、酸素燃焼ボイラとして運用した場合に改造に要する費用が抑制でき、高温ガスによ
る酸素燃焼ボイラの劣化やスラッギングを防止して長期に亘って安定して運転可能な信頼
性の高い酸素燃焼ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法が実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明は石炭火力発電プラントのＣＯ２回収に好適な酸素燃焼ボイラ及び酸素燃焼ボイ
ラの制御方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の一実施例である酸素燃焼ボイラを備えた石炭火力発電プラントを示す概
略構成図。
【図２】図１に記載した実施例の酸素燃焼ボイラの構成を示す概略断面図。
【図３】図１に記載した実施例の酸素燃焼ボイラを制御する制御装置の構成を示す制御ブ
ロック図。
【符号の説明】
【０１２３】
　１：酸素燃焼ボイラ、２：石炭供給装置、３：石炭供給系統、４：脱硝装置、５：酸素
予熱器、６：集塵装置、７：脱硫装置、８：高圧蒸気タービン、９：低圧蒸気タービン、
１０：加減弁、１１：発電機、１２：復水器、１３：給水ポンプ、１４：センサ群、１５
：制御装置、２１：冷却除湿装置、２２：二酸化炭素液化装置、２３：酸素分離装置、２
４：酸素供給系統、２５：再循環系統、２６：再循環ファン、３１、３２、３３、３４：
蒸気系統、３５：給水系統、４１：排ガス系統、４２：二酸化炭素回収系統、５０：蒸気
タービン設備。
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